
 

  

令和５年６月９日 

１～６年生 保護者 様 

大阪市立巽小学校長 小島 美幸 

同  ＰＴＡ会長 田積 健太郎 

令和５年度 学校徴収金およびＰＴＡ会費の納入について 

 薄暑の候、保護者の皆様方には、ますますご健勝のことと存じます。 

平素は、本校の教育活動の推進に、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、本校の教育活動を進めていくにあたり、本年度も保護者の皆様から学校徴収金等

（児童費・積立金・ＰＴＡ会費）を徴収させていただきます。収支明細や徴収金額等は次のとお

りです。このお知らせ文書は大切に保管しておいてください。 

 

記 

１. 納入について 

１年間の教育活動に必要な金額を、６月～１０月の５回に分けて納入していただきます。 

ＰＴＡ会費は、児童１人当たり、年額３，６００円（３００円×１２か月）です。 

   

２. 納入方法について 

（１）口座振替による納入の場合 

「ゆうちょ銀行」の登録口座より口座振替いたします。 

原則として、毎月２６日が振替日です。（２６日が土、日、祝日の場合は翌営業日） 

口座振替の際は、手数料として１件につき１０円が必要となります。また、年度末に行 

う行事不参加者等への返金の際にも、手数料６６円が必要です。これらの手数料は、保護

者様のご負担となりますので、ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

（２）学校窓口で納入（現金納入）の場合 

月ごとに「納入通知書」をお渡ししますので、現金を添えて事務室まで納入ください。 

納入通知書は、納入期限の１週間ほど前に児童を通じてお渡しいたします。 

※年度途中からでも口座振替の利用ができますので、事務室までお申し付けください。 

 

納付期限までに納入がない場合や、度重なる督促にも関わらず納入がない場合は、電

話・文書による督促、さらには校長による面談を行うこともありますので、期限を守り、

かならず納入いただきますようお願いいたします。 

  ※経済的な理由により納入が困難な場合は、就学援助制度もありますので、学校の担任

や事務室へご相談ください。 

 

 第１回振替日は   ６月２６日(月) です   
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